別表２（第３条関係）

被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に係る審査基準付表
         
	捕獲許可対象鳥獣の種類
	捕獲許可
期　　間
	捕獲者１人当たりの捕獲
等又は採取等の数量
	許可１件当たり
捕獲従事者数

	
	猟法区分
	
	
	

	キジバト
	



６月以内




	１００羽（個）以内
	必要の範囲内

	カワラバト
（ドバト）
	箱わな以外
	
	１００羽（個）以内
	必要の範囲内

	
	箱わな
	
	２００羽以内
	１０人以内

	ニュウナイスズメ、スズメ
	
	１００羽（個）以内
	必要の範囲内

	ハシボソガラス、
ハシブトガラス
	箱わな以外
	
	２００羽（個）以内
	必要の範囲内

	
	箱わな
	
	１，０００羽以内
	１０人以内

	キツネ
	
	１０頭以内
	必要の範囲内

	ユキウサギ
	
	１０羽以内
	必要の範囲内

	ノイヌ
	
	１０頭以内
	３０人以内

	ノネコ
	
	１０頭以内
	３０人以内

	アライグマ〈 特定外来生物 〉
	※
	※
	※

	とがりねずみ科・ねずみ科全種
	６月以内
	捕獲許可申請頭数
	３０人以内

	摘要
　「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第７条第５項第１号に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。

※外来鳥獣（特定外来生物）に係る被害防止を目的とした捕獲等については、基準を設けないものとする。




